
件　　　名
宮前公園第三期整備区域内第三工区ほか土壌状況報
告書作成等業務委託

№5200438

工（納）期

契約締結日

契約金額

アジア航測株式会社 本社営業部

備　　考

随意契約（相手方指定）調書

相手方指定理由

令和８年１２月２５日

令和８年　５月２０日

４，１８０，０００円（消費税等含む）

別紙に記載のとおり。

（法人番号：6011101000700）

契約相手方



契約審査委員会資料

R8.5.13

件　　名

名　称

代表者

所在地

特命理由

その他
特記事項

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

　本件は、宮前公園第三期整備区域の第三・四・五工区に存在する土壌汚染基
準値を超える区域（形質変更時要届出区域）において、公園整備工事及び令和
あらかわクリニック用電子カルテシステム配管敷設工事を実施するために必要
となる審査窓口との協議及び届出資料の作成業務について委託するものであ
る。
　主管課からは、契約締結請求にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を
得たうえで、上記業者を契約相手方に指定したい旨の依頼があった。
　
　経理課として検討したところ、
　①　上記業者は、土壌汚染対策法規定の指定調査機関であり、令和３年度
　　より宮前公園第三期整備区域に関する多数の土壌汚染調査業務委託を受
　　注しており、本業務における土地利用履歴調査の資料確認、概況調査の
　　確認が省略可能であるため、経費の削減や工期の短縮が見込めることか
　　ら、円滑な業務履行が期待できる。
　②　令和７年度に実施した「宮前公園第三期整備区域内第二工区ほか土壌
　　汚染調査業務委託」においては、都環境局に対し調査内容の説明や質問
　　の回答を的確に行う等、履行評価の判定が「優良」であった。
　③　他自治体での土壌汚染に関する業務も多数受託しており、豊富な経験
　　と実績を有していることからも、確実な業務履行が期待できる。

　以上のことから、上記業者を相手方に指定した随意契約を締結する。

業者選定理由書

宮前公園第三期整備区域内第三工区ほか土壌状況報告書作成等業務委託

物品契約・随意契約（相手方指定）

経理課契約係

指名業者
（案）

アジア航測株式会社 本社営業部

部長　高橋　真浩

東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号　新宿グリーンタワービル


